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平成２８年度県地域防災計画の見直しについて
（原子力災害対策編）

１ 総 則 に 関 す る 修 正

防災関係機関の事務又は業務の大綱

・ 県の事務について，薩摩川内市及び関係周辺市町と受入市町との調整に関するこ

とを追加

［原子力防災訓練を踏まえた修正］

２ 原子力災害事前対策に関する修正

住民等への的確な情報伝達体制の整備

・ 住民等への情報伝達について，県，国，薩摩川内市及び関係周辺市町が連携して，

住民等への的確な情報伝達を行う体制に九州電力を追加

［九州電力への要請に対する回答を踏まえた修正］

原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及啓発及び情報発信

・ 住民等への知識の普及啓発等について，放射線防護対策が実施された屋内退避施

設に関することを追加

［川内原発周辺の現地調査を踏まえた修正］

資料６
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３ 緊急事態応急対策に関する修正

避難，屋内退避等の防護措置

・ 避難車両の手配について，以下を追加

① 「災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書」に基づき，県バス協

会に避難車両の要請をすること

② ＰＡＺ内の要配慮者の避難に当たり，薩摩川内市は，九州電力と連携して福祉

車両を手配すること

［これまでの防災対策を踏まえた修正］

４ 複合災害時対策に関する修正

避難，屋内退避等の防護措置の実施

・ 避難等の対応方針について，地震等により家屋による屋内退避が出来ない場合の

考え方を追加

［熊本地震を踏まえた修正］
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○防災基本計画（中央防災会議（内閣府）：災害対策基本法）
○原子力災害対策指針（原子力規制委員会：原子力災害対策特別措置法）

川内地域の緊急時対応
（内閣府とりまとめ）

県計画を
踏まえて
策定・修正

地域原子力防災協議会（内閣府主導）
において避難計画をベースに取りまとめ

・原子力防災体制
・原子力災害応急対策
・原子力防災訓練の実施 等

・原子力防災体制
・原子力災害応急対策
・原子力防災訓練の実施 等

市町村地域防災計画
（原子力災害対策編）

・避難対象人口・世帯数
・避難所
・避難経路，集合場所 等

市町村避難計画原子力防災訓練の実施

避難経路等を具体的に規定

避難車両，避難道路など
のハード整備等

実効性担保
のため

県地域防災計画
（原子力災害対策編）

具体化

反
映

反
映

避難計画の概要
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鹿児島県地域防災計画原子力災害対策編

第１章 総則
第１節 計画の目的
第２節 定義
第３節 計画の性格
第４節 計画の周知徹底
第５節 計画の作成又は修正に際し遵守す

べき指針
第６節 計画の基礎となるべき災害の想定
第７節 原子力災害対策を重点的に実施す

べき区域を含む地域の範囲
第８節 原子力災害対策を重点的に実施す

べき区域の区分等に応じた防護措置
の準備及び実施

第９節 防災関係機関の事務又は業務の大綱
第10節 本県以外で発生した原子力災害への

対応

第２章 防災体制
第１節 災害応急対策における対応基準
第２節 防災活動体制

第３章 原子力災害事前対策
第１節 基本方針
第２節 九州電力との原子力事業者防災業務

計画に関する協議及び防災要員の現況
等の届出の受理

第３節 立入検査と報告の徴収
第４節 原子力防災専門官及び地方放射線モ

ニタリング対策官との連携
第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害

復旧への備え
第６節 情報の収集・連絡体制等の整備
第７節 緊急事態応急体制の整備
第８節 複合災害に備えた体制の整備
第９節 避難収容活動体制の整備
第10節 飲食物の出荷制限，摂取制限等
第11節 緊急輸送活動体制の整備
第12節 救助・救急・医療，消火及び防護資

機材等の整備
第13節 住民等への的確な情報伝達体制の整

備
第14節 行政機能の移転及び業務継続計画の

策定
第15節 原子力防災等に関する住民等に対す

る知識の普及啓発及び情報発信
第16節 防災業務従事者の人材育成
第17節 防災訓練等の実施
第18節 原子力発電所上空の飛行規則
第19条 核燃料物質等の運搬中の事故に対す

る対応
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鹿児島県地域防災計画原子力災害対策編

第４章 緊急事態応急対策
第１節 基本方針
第２節 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通

信の確保
第３節 活動体制の確立
第４節 緊急時モニタリング
第５節 避難，屋内退避等の防護措置
第６節 治安の確保及び火災の予防
第７節 飲食物の出荷制限，摂取制限等
第８節 緊急輸送活動
第９節 救助・救急，消火及び医療活動
第10節 住民等への的確な情報伝達活動
第11節 自発的支援の受入れ等
第12節 行政機能の移転及び業務継続に係る措置
第13節 家畜の飼葉管理・飼料管理の指導
第14節 原子力発電所周辺の飛行禁止区域等の設

置

第５章 複合災害対策時
第１節 基本方針
第２節 災害応急体制
第３節 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及

び通信の確保
第４節 緊急時モニタリングの実施
第５節 避難，屋内退避等の防護措置の実施
第６節 緊急輸送活動体制の確立
第７節 救助・救急，消火及び医療活動
第８節 住民等への的確な情報伝達活動

第６章 原子力災害中長期対策
第１節 基本方針
第２節 緊急事態解除宣言後の対応
第３節 原子力災害事後対策実施区域におけ

る避難区域等の設定
第４節 放射性物質による環境汚染への対応
第５節 各種制限措置の解除
第６節 環境放射線モニタリングの実施と結

果の公表
第７節 災害地域住民に係る記録等の作成
第８節 被災者等の生活再建等の支援
第９節 風評被害等の影響の軽減
第10節 被災中小企業等に対する支援
第11節 心身の健康相談体制の整備
第12節 物価の監視
第13節 復旧・復興事業からの暴力団排除
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平成２８年度県地域防災計画見直しのポイント
（原子力災害対策編）

第３章 原子力災害事前対策に関する修正

第１章 総則に関する修正

第９節 防災関係機関事務又は業務の大綱
原子力防災に関して，県，関係周辺市町，受入市町，消防機関，鹿児島県警察など
の防災関係機関の処理すべき事務又は業務を定めている。

鹿児島県の業務として
薩摩川内市及び関係周辺市町（避難元）と受入市町（避難先）との調整を加えた。

第13節 住民等への的確な情報伝達体制の整備
住民相談窓口の設置，要配慮者及び一時滞在者に対する情報伝達体制の整備に努める
こととしている。

原子力災害時に住民や要配慮者，一時滞在者等に対する情報伝達体制について，県，国，
薩摩川内市及び関係周辺市町との連携に九州電力を加えた。

第15節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及啓発及び情報発信
住民等に対し，原子力防災に関する知識の普及啓発や過去に起こった災害の教訓等
の情報発信に努めることとしている。

住民に対し，普及啓発する知識として
放射線防護対策が実施された屋内退避施設を加えた。
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平成２８年度県地域防災計画見直しのポイント
（原子力災害対策編）

第５章 複合災害対策に関する修正

第４章 緊急時対応策に関する修正

第５節 避難，屋内退避等の防護措置
屋内退避，避難等の実施，避難方法，避難場所，避難退域時検査，要配慮者等への配
慮等について定めている。

避難車両の手配について
平成27年6月に，県バス協会と締結した「災害時等におけるバスによる緊急輸送等に関す
る協定」に基づき要請することを明記した。
ＰＡＺ内の要配慮者の避難にあたっては，薩摩川内市は，九州電力と連携し，福祉車両を
手配することを加えた。

第５節 避難，屋内退避等の防護措置の実施
複合災害時には，屋内退避，避難等に時間を要するなど，避難の困難度が増すこと
が想定されることから，ＰＡＺ内の予防的防護措置の初期対応段階での検討や，被災
状況に応じた避難方法，屋内退避等の考え方を定めている。

熊本地震を踏まえ，地震等により家屋による屋内退避ができない場合について，内閣府
の考え方が示されたことから
ＵＰＺ内において，地震により家屋が倒壊したり，相次ぐ余震の発生により家屋による
屋内退避が困難であるような場合には，薩摩川内市及び関係周辺市町により設定される近
隣の避難所等にて，まずは屋内退避を実施することを加えた。
その上で，仮に，近隣の避難所に収容できない場合は，地震による影響がない避難所を
ＵＰＺ内外を含め選定し，避難させるなど，状況に応じて対応することを加えた。
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